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合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

【 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

】議事
ぎ じ

要旨
ようし

 

 

 

１．日時
にちじ

： 平 成
へいせい

２３年
ねん

２月
がつ

１５日
にち

（火
か

）１４：２５～１７：００  

２．場所
ばしょ

： 厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

低 層 棟
ていそうとう

２階
かい

講 堂
こうどう

 

３．出 席 者
しゅっせきしゃ

 

    大 谷
おおたに

 恭 子
きょうこ

 （弁護士
べんごし

） 座 長
ざちょう

 

宮田
みやた

 広
ひろ

善
よし

 （全 国
ぜんこく

児童
じどう

発 達
はったつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

副 会 長
ふくかいちょう

） 副 座 長
ふくざちょう

 

柏 女
かしわめ

 霊 峰
れいほう

 （淑 徳
しゅくとく

大 学
だいがく

教 授
きょうじゅ

） 

君 塚
きみづか

 葵
まもり

  （全 国
ぜんこく

肢体
したい

不自由児
ふじゆうじ

施設
しせつ

運 営 協
うんえいきょう

議会
ぎかい

会 長
かいちょう

） 

水津
すいつ

 正 紀
まさのり

 （（社
しゃ

）全 国
ぜんこく

重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児
しょうがいじ

（者
しゃ

）を守
まも

る会
かい

理事
り じ

 ） 

長瀬
ながせ

 修
おさむ

  （東 京 大 学 大 学 院 特 任 准
とうきょうだいがくだいがくいんとくにんじゅん

教 授
きょうじゅ

） 

４．議事
ぎ じ

要旨
ようし

 

【 障 害 者
しょうがいしゃ

基本
きほん

法 案
ほうあん

について】 

・第二次
だいにじ

意見
いけん

に 反 映
はんえい

させるべく、チーム
ち ー む

の意見
いけん

をまとめ 推 進
すいしん

会議
かいぎ

に意見
いけん

提 出
ていしゅつ

した。

第
だい

30回
かい

推 進
すいしん

会議
かいぎ

に出
だ

された基 本 法
きほんほう

改 正
かいせい

イメージ
い め ー じ

の内 容
ないよう

は、これまでの議論
ぎろん

と

乖
かい

離
り

している。再度
さいど

、意見
いけん

を取
と

りまとめたい。 

・第二次
だいにじ

意見
いけん

は 障 害
しょうがい

のある 女 性
じょせい

の 項 目
こうもく

があったが、 案
あん

には 入
はい

っていない。

障 害 児
しょうがいじ

については、 新 設
しんせつ

された。 

・「障 害 者
しょうがいしゃ

である子
こ

ども」という表 現
ひょうげん

は、違和感
いわかん

がある。 

・障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

では障 害 児
しょうがいじ

と障 害 者
しょうがいしゃ

と分
わ

けている。「障 害
しょうがい

のある子
こ

ども」

若
わか

しくは「障 害 児
しょうがいじ

」どちらかではないか。 

・ 教 育
きょういく

では、 障 害
しょうがい

のある児童
じどう

、生徒
せいと

としている。 障 害
しょうがい

のある子
こ

どもに 揃
そろ

えたらど

うか。 

・「可能
かのう

な限
かぎ

り地域
ちいき

社 会
しゃかい

におけるその身近
みぢか

な場所
ばしょ

において」のうち「可能
かのう

な限
かぎ

り」

という表 現
ひょうげん

はこの 条 項
じょうこう

だけではなく他
ほか

の 条 項
じょうこう

にも出
で

てくる。他
ほか

の 項 目
こうもく

と並
なら

び

で整理
せいり

されると 思
おも

うが、権 利 性
けんりせい

が阻
そ

害
がい

されないか 内 容 的
ないようてき

に希薄
きはく

になるという

懸念
けねん

がある。「可能
かのう

な 限
かぎ

り」は 削 除
さくじょ

されるべきだろう。また、「 療 育
りょういく

の給 付
きゅうふ

そ

の他
た

の支援
しえん

」という 表 現
ひょうげん

にも違和感
いわかん

を感
かん

じる。 

・育児
いくじ

支援
しえん

も含
ふく

めた支援
しえん

であるべき。発 達
はったつ

支援
しえん

や保護者
ほごしゃ

支援
しえん

ではどうか。 
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・第二次
だいにじ

意見
いけん

は、 障 害 児
しょうがいじ

の保護者
ほごしゃ

だけではなく 兄 弟
きょうだい

等
とう

の家族
かぞく

への支援
しえん

が 必 要
ひつよう

と

していた。相 談
そうだん

・ 療 育
りょういく

の 観 点
かんてん

からの支援
しえん

が 重 要
じゅうよう

である。 

・子
こ

どもの最 善
さいぜん

の利益
りえき

が 尊 重
そんちょう

されなければならない。その際
さい

、子
こ

どもの意見
いけん

表 明
ひょうめい

を

踏
ふ

まえて最 善
さいぜん

の利益
りえき

が 尊 重
そんちょう

されなければならないとすべき。 

[ 確 認
かくにん

された点
てん

] 

・第二次
だいにじ

意見
いけん

を 尊 重
そんちょう

すること。「障 害 者
しょうがいしゃ

である子
こ

ども」の表 現
ひょうげん

を変 更
へんこう

する。保護者
ほごしゃ

に 限 定
げんてい

しない家族
かぞく

に対
たい

する支援
しえん

とすること。可能
かのう

な限
かぎ

りという文 言
ぶんげん

は、削 除
さくじょ

す

る。支援
しえん

の例示
れいじ

に、子育
こそだ

て支援
しえん

を 加
くわ

える。子
こ

どもの意見
いけん

表 明
ひょうめい

を踏
ふ

まえた 最 善
さいぜん

の

利益
りえき

が 尊 重
そんちょう

されなければならないという 一 文
いちぶん

を最後
さいご

に加
くわ

える。 

 

【早期
そうき

発 見
はっけん

、早期
そうき

支援
しえん

について】 

・障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

の見直
みなお

しに関
かん

する検 討 会
けんとうかい

では結 局
けっきょく

結 論
けつろん

が出
で

ず棚上
たなあ

げになった５

歳児
さいじ

健
けん

診
しん

について、どのように考
かんが

えるか。 

・ 小 児
しょうに

神 経
しんけい

学 会
がっかい

では、５歳児
さいじ

健
けん

診
しん

はもう 少
すこ

し議論
ぎろん

が 必 要
ひつよう

ということになって

いる。就 学 前
しゅうがくまえ

だからこそ実施
じっし

しなければならないという意見
いけん

がある一 方
いっぽう

、発 見
はっけん

し

た 後
あと

の支援
しえん

体 制
たいせい

が 整
ととの

っていないという 問 題
もんだい

がある。 親
おや

は 就 学
しゅうがく

前 年
ぜんねん

という

デリケート
で り け ー と

な時期
じ き

にショック
し ょ っ く

を受
う

けたうえに、身近
みぢか

なところで支援
しえん

が受
う

けられず、

遠 方
えんぽう

まで出向
で む

かなければならない。 

・親
おや

は子
こ

どもが小
ちい

さなころから、育
そだ

てづらさから気付
き づ

いているが、障 害 児
しょうがいじ

への支援
しえん

が

できる機関
きかん

は敷居
しきい

の 高
たか

いものと捉
とら

えられている。また、自分
じぶん

の子
こ

どもに 障 害
しょうがい

がある

ことを 認
みと

めたくないということもある。姫路市
ひめじし

の 公
こう

立
りつ

保育
ほいく

園
えん

の保育士
ほいくし

への

アンケート
あ ん け ー と

で、発 達
はったつ

が気
き

になる子
こ

どもは、全 体
ぜんたい

の約
やく

10％程度
ていど

だった。1割
わり

の子
こ

ども

への支援
しえん

が 必 要
ひつよう

であるのならば、一 般
いっぱん

施策
せさく

で行
おこな

われるべきだろう。保 健 所
ほけんじょ

や保育
ほいく

園
えん

が 充 実
じゅうじつ

する必 要
ひつよう

がある。 

・ 障 害
しょうがい

が発 見
はっけん

されても、分離
ぶんり

されるだけで、地域
ちいき

の支援
しえん

につながらないのであれば、

新
あら

たな健
けん

診
しん

を 設
もう

けるべきではない。６歳
さい

では、学 校
がっこう

での検
けん

診
しん

があるので、チーム
ち ー む

としては５歳児
さいじ

検 診
けんしん

は不要
ふよう

という理解
りかい

にならないか。 

・重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児
しょうがいじ

であれば検 診
けんしん

を受
う

ける前
まえ

に産
う

まれた時点
じてん

で宣 告
せんこく

をされ、親
おや

は大
おお

きなショック
し ょ っ く

を受
う

ける。家族
かぞく

への支援
しえん

、子
こ

どもの 障 害
しょうがい

を納
なっ

得
とく

するための支援
しえん

が
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必 要
ひつよう

だろう。 

・母子
ぼ し

入 園
にゅうえん

は、NICU を出
で

た後
あと

に 在 宅
ざいたく

に移行
いこう

するための支援
しえん

をしている。 通 園
つうえん

によ

り、母 親
ははおや

に対
たい

してあらゆる面
めん

でサポート
さ ぽ ー と

しており、有 益
ゆうえき

な支援
しえん

であるのに、手薄
てうす

になってきている問 題
もんだい

がある。 

 

【 相 談
そうだん

支援
しえん

について】 

・ワンストップ
わ ん す と っ ぷ

の仕組
し く

みが必 要
ひつよう

だろう。ただし、児童
じどう

福祉
ふくし

の枠組
わくぐ

みの中
なか

で実施
じっし

される

べき。？現 状
げんじょう

では 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

を受
う

けるためには、別
べつ

の場所
ばしょ

に行
い

かなければならな

い。 

   ・ 障 害
しょうがい

福 祉 圏 域
ふくしけんいき

と児童
じどう

相 談 所
そうだんじょ

の 圏 域
けんいき

が 異
こと

なることが 問 題
もんだい

である。児童
じどう

相 談 所
そうだんじょ

の 権 限
けんげん

を 市 町 村
しちょうそん

におろすことが 必 要
ひつよう

になる。 

・相 談
そうだん

支援
しえん

・支 給
しきゅう

決 定
けってい

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

の意見
いけん

は大人
おとな

を 対 象
たいしょう

としており、子
こ

どもが含
ふく

まれていないと 思
おも

われる。また、ワンストップ型
わんすとっぷがた

の 相 談
そうだん

支援
しえん

が 必 要
ひつよう

であることが

認 識
にんしき

されていない。 障 害
しょうがい

のある子
こ

どもの支援
しえん

は、様 々
さまざま

な 法 律
ほうりつ

にまたがっている

こともあり、整理
せいり

が 必 要
ひつよう

だろう。 

・ 相 談
そうだん

支援
しえん

・ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

作 業
さぎょう

チーム側
ちーむがわ

も 他
ほか

のチーム
ち ー む

への 申
もう

し 送
おく

り事項
じこう

として

障 害 児
しょうがいじ

部分
ぶぶん

について 調 整
ちょうせい

が 必 要
ひつよう

であるという 認 識
にんしき

を 示
しめ

しており、意見
いけん

を

提 出
ていしゅつ

する 必 要
ひつよう

がある。 

・ 相 談
そうだん

支援
しえん

制度
せいど

に 関
かん

する知識
ちしき

が不足
ふそく

しているので、事 務 局
じむきょく

に 一 般
いっぱん

施策
せさく

を含
ふく

めた

児童
じどう

の 現 行
げんこう

制度
せいど

及
およ

びつなぎ 法
ほう

の児童
じどう

の 相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

について整理
せいり

した

資 料
しりょう

の 提 出
ていしゅつ

をお願
ねが

いしたい。 

・ 加
くわ

えて、サポートファイル
さ ぽ ー と ふ ぁ い る

の 普 及
ふきゅう

状 況
じょうきょう

も教
おし

えてもらいたい。 

 

   【子
こ

ども施策
せさく

への障 害
しょうがい

のある子
こ

どもの受
う

け入
い

れについて】 

・子
こ

ども・子育
こそだ

て新システム
しんしすてむ

のこども園
えん

について、市 町 村
しちょうそん

によっては、障 害 児
しょうがいじ

の受入
うけい

れが狭
せま

くなる可 能 性
かのうせい

がある。 

・子
こ

ども・子育
こそだ

て新システム
しんしすてむ

のワーキングチーム
わ ー き ん ぐ ち ー む

に係
かかわ

る資 料
しりょう

について、論 点
ろんてん

が挙
あ

げら

れているので、それを整理
せいり

して、事務的
じむてき

な流
なが

れなどは確 認
かくにん

しながら向
む

こうの結 論
けつろん

に

間
ま

に合
あ

うように意見出
いけんだ

しをしたい。 
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・こども園
えん

で 障 害 児
しょうがいじ

の受入
うけい

れが狭
せま

くなる可 能 性
かのうせい

があっては困
こま

る。児童
じどう

福 祉 法
ふくしほう

の

応 諾
おうだく

義務
ぎ む

について、「やむを得
え

ない理由
りゆう

」についての 解 釈
かいしゃく

基 準
きじゅん

はあるのか。 

・ないと考
かんが

える。個別
こべつ

のケース
け ー す

で 判 断
はんだん

していると思
おも

われる。 

・子
こ

ども・子育
こそだ

て新システム
しんしすてむ

のヒアリング
ひ あ り ん ぐ

では、 一 般
いっぱん

施策
せさく

における 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

の

拡 充
かくじゅう

、 障 害 児
しょうがいじ

に固有
こゆう

の施策
せさく

と新システム
しんしすてむ

との乗
の

り入
い

れを 進
すす

め、サービス
さ ー び す

の

計 画 的
けいかくてき

整備
せいび

や切
き

れ目
め

のない支援
しえん

の 確 立
かくりつ

、新システム
しんしすてむ

において 創 設
そうせつ

される

サービス
さ ー び す

を 障 害 児
しょうがいじ

とその保護者
ほごしゃ

にもという、以 上
いじょう

３点
てん

の意見
いけん

を資 料
しりょう

にまとめて

話
はなし

をした。 

・ 一 般
いっぱん

施策
せさく

における 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

の 拡 充
かくじゅう

について、 障 害 児
しょうがいじ

保育
ほいく

の加配
かはい

がある。

現 在
げんざい

、一 般
いっぱん

財 源 化
ざいげんか

されており地域
ちいき

格差
かくさ

がある。個 人 的
こじんてき

には、個人
こじん

に 着 目
ちゃくもく

した

支援
しえん

のためにも１人
ひとり

あたりの基 準
きじゅん

額
がく

を設
もう

け、国庫
こっこ

補助
ほじょ

をするのがより良
よ

いと考
かんが

え

る。 

・こども園
えん

との 併 行
へいこう

通 園
つうえん

について、議論
ぎろん

すべきだろう。 

・柏 女
かしわめ

委員
いいん

に意見
いけん

出
だ

しのたたき台
だい

を作
つく

っていただくことでよいか。意見
いけん

をもとに次回
じかい

以降
いこう

、 検 討
けんとう

したい。 

     

 

   【 障 害
しょうがい

のある子
こ

ども固有
こゆう

の施策
せさく

について】 

・ 末 光
すえみつ

委員
いいん

から意見
いけん

がでているので検 討
けんとう

が 必 要
ひつよう

と考
かんが

える。 

・ 末 光
すえみつ

委員
いいん

が 提 出
ていしゅつ

した 資 料
しりょう

の 中
なか

に 重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

における児者
じしゃ

一 貫
いっかん

の 見 解
けんかい

が書
か

かれているが、チーム
ち ー む

で議論
ぎろん

されていない。 

・ 重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

は施設
しせつ

によって 入 所 児
にゅうしょじ

の 状 況
じょうきょう

がさまざまで、 人 工
じんこう

呼 吸 器
こきゅうき

が 並
なら

ぶようなところもあれば、いわゆる動
うご

き回
まわ

る重 症 児
じゅうしょうじ

が 少
すく

なからずい

るところもある。支援
しえん

の必 要 性
ひつようせい

に応
おう

じて 適 切
てきせつ

な環 境
かんきょう

が 保 障
ほしょう

され、かつ報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

も 設 定
せってい

されるべきではないか。 

・入
はい

る施設
しせつ

によって 障 害
しょうがい

が決
き

められてしまう 現 状
げんじょう

があるが、動
うご

き回
まわ

れる 重 度
じゅうど

知的
ちてき

障 害
しょうがい

の児童
じどう

に対
たい

して重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

が適
てき

した環 境
かんきょう

であるのか。重
おも

い

ケース
け ー す

だけでなく、このようなケース
け ー す

もデータ
で ー た

を 示
しめ

しながら意見
いけん

を出
だ

すべきではない

か。 
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・重 症 児
じゅうしょうじ

施設
しせつ

に、本 来
ほんらい

の重 症 児
じゅうしょうじ

以外
いがい

が 入 所
にゅうしょ

していることについては、歴 史 的
れきしてき

な経緯
けいい

がある。これは、家庭
かてい

療 育
りょういく

では困 難
こんなん

であるとされた障 害 児
しょうがいじ

で、どこの施設
しせつ

でも受
う

け入
い

れてもらえない谷間
たにま

にある 障 害 児
しょうがいじ

を、重 症 児
じゅうしょうじ

として受
う

け止
と

めるように

という、児童
じどう

福 祉 法
ふくしほう

改 正
かいせい

時
じ

の付帯
ふたい

決議
けつぎ

によって 入 所
にゅうしょ

が行
おこな

われている。 本 来
ほんらい

の

対 象
たいしょう

以外
いがい

ついては、ケースバイケース
け ー す ば い け ー す

で 適
てき

した施設
しせつ

や、地域
ちいき

に移行
いこう

させるなどの

対 応
たいおう

が 必 要
ひつよう

である。 

・重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

と肢体
したい

不自由児
ふじゆうじ

施設
しせつ

の質
しつ

と状 況
じょうきょう

が違
ちが

うという意見
いけん

があ

るが、医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

などの質
しつ

は変
か

わらない。社 会 的
しゃかいてき

養護
ようご

の必 要 性
ひつようせい

など状 況
じょうきょう

が

異
こと

なるだけはないか。 

・ 入 所
にゅうしょ

期限
きげん

を 設
もう

けるのも良
よ

いが、期限
きげん

が来
き

た時点
じてん

で支援
しえん

が 必 要
ひつよう

と 判 断
はんだん

される

状 況
じょうきょう

であれば引
ひ

き 続
つづ

き入 所
にゅうしょ

する必 要
ひつよう

があるだろう。 

・命
いのち

が保 障
ほしょう

されること、そのための 医 療
いりょう

の確保
かくほ

は必 要
ひつよう

だろう。ただし、子
こ

どもから

大人
おとな

になる時
とき

には、次
つぎ

のライフステージ
ら い ふ す て ー じ

の支援
しえん

が用意
ようい

されていなければいけない。そ

れはどんなに重 度
じゅうど

であっても同
おな

じだろう。一 定
いってい

期間
きかん

経
た

ったら、定 期 的
ていきてき

な評 価
ひょうか

を

するべきだろう。 

  

・時間
じかん

が足
た

りないため、この点
てん

については次回
じかい

も続
つづ

けて行
おこな

うことにする。 

以 上
いじょう

 


